
大月地区社会福祉協議会会則 

 

 （名称及び事務所） 

第１条 この会は、大月地区社会福祉協議会（以下「本会」という。）と称し、

事務所を会長宅に置く。 

 （目的） 

第２条 本会は、大月市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）と連携を密

にしながら、共助社会の構築を目指すため、大月地区（駒橋・御太刀・大月・

沢井・下花咲・上花咲・富士見台）における住民や関係団体が相互に連携・

協力し、地域福祉活動の推進を図ることを目的とする。 

 （会員） 

第３条 本会は、大月地区に居住し生活する者及び本会の趣旨に賛同して入会

する団体を会員とする。 

 （事業） 

第４条 本会は、第２条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１）地区内の福祉課題の調査・企画及び事業の推進 

（２）地区内の関係機関・団体との連絡調整 

（３）地区住民の福祉意識の啓発と福祉教育の推進 

（４）市社協における事業の推進と協力 

（５）各種募金活動の実施協力 

（６）その他目的達成に必要な事業 

（役員） 

第５条 本会に、次の役員を置く。 

（１）会 長 １名 

（２）副会長 １名（事務局長兼務） 

（３）理 事 ５名（うち、会計兼務１名） 

（４）委 員 ２５名以内 

（５）監 事 ２名 

２ 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

３ 補欠で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （役員の選任） 

第６条 役員の選任は、次のとおりとする。 

（１）会長、副会長及び会計は、理事の中から互選により選任し、役員会の承

認を得る。 

（２）理事は、各区会から推薦のあった者をもってあてる。 

（３）委員は、各区長と民生委員児童委員、ボランティア、公民館、老人クラ

ブ、障害者団体、消防団及び学校関係者等の代表並びに学識経験者をもっ

てあてる。 



（４）監事は、会員の中から理事会で選任し、役員会の承認を得る。 

 （役員の職務） 

第７条 役員の職務は、次のとおりとする。 

（１）会長は、本会を代表し市社協と連携をとり、会務を総理する。 

（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

  また、事務局長を兼務し、会長の命を受け会務を処理する。 

（３）会計は、会計事務を処理する 

（４）理事は、各地区の会員の意思を反映して、事業の企画、運営並びに会員

相互の連携を図る。 

（５）委員は、所属団体の意思を反映して、事業の企画、運営にあたる。 

（６）監事は、会計を監査し、役員会において監査報告をする。 

 （顧問） 

第８条 本会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、役員会の同意を得て、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会長の諮問に応じ、理事会及び役員会において助言を与えること

ができる。 

 （会議） 

第９条 本会の会議は、理事会及び役員会とし、いずれも会長が招集し、議長

はその都度互選とする。 

２ 理事会及び役員会は、定数の過半数の出席により成立し、会議の議事は、

出席者の過半数をもって議決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 

３ 理事会及び役員会において会長が必要と認めたときは、役員以外の者の出

席を求め、意見を聞くことができる。 

 （理事会） 

第10条 理事会は、第５条に規定する会長、副会長及び理事をもって構成し、

事業の企画、実践を行うとともに、役員会に提出すべき案件の処理をする。 

 （役員会） 

第11条 役員会は、第５条に規定する役員をもって構成し、次の事項を審議す

る。 

（１）役員の選任に関すること。 

（２）事業計画、報告及び収支予算、決算に関すること。 

（３）会則の制定、改廃等に関すること。 

（４）役員会において特に重要と認めた事項。 

 （会費・活動費） 

第12条 会費は、会員１世帯当り年額５００円、活動費は会員１世帯当り年額

１００円とする。ただし、生活保護世帯及び会長が認めた者については免除

することができる。 

 （経費） 



第13条 本会の経費は、会費、助成金及びその他の収入をもってあてる。 

 （会計年度） 

第14条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 （その他） 

第15条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、理事会で定める。 

 

  附 則 

１ この会則は、平成２４年５月８日から施行する。 

２ この会則により選任された最初の役員の任期は、第５条の規定にかかわら

ず、平成２５年３月３１日までとする 

  附 則（平成２８年４月２３日） 

１ この会則は、第１２条の会費の変更を行うもので、平成２８年４月２３日

に公布し、平成２８年４月１日から適用する。 

  附 則（平成３０年４月２８日） 

１ この会則は、第９条の会議の変更を行うもので、平成３０年４月２８日か

ら施行する。 


